
 

パロマ工業㈱製瞬間湯沸器による一酸化炭素中毒事故の再発防止について 

 

関東東北産業保安監督部保安課 

 

 パロマ工業㈱が昭和５５年～平成元年７月までに製造した半密閉式ガス瞬間湯沸器につい

て、これまでに排気ファンの作動不良により一酸化炭素中毒事故が発生していました。 

経済産業省と致しましては、平成１８年８月２８日、「製品安全対策に係る総点検結果とりまと

め」を行うとともに、パロマ工業㈱製の半密閉式ガス瞬間湯沸器７機種について、消費生活用製

品安全法第８２条の規定に基づく、緊急命令を発し、パロマ工業㈱に対し点検・回収を可能な限

り早急に、且つ、確実に実施するよう指示しているところです。 

現在、パロマ工業㈱、ガス事業者及びＬＰガス事業者に係る関係団体並びに経済産業省に

相談窓口を設置して対応しておりますので、下記の対象機種をご利用の方は、至急、相談窓口

にお問い合わせ下さい。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社パロマ ホームページ（http://www.paloma.co.jp/） 

 

 

対象機種：ガス瞬間湯沸器 

  品番：ＰＨ－８１Ｆ、ＰＨ－８２Ｆ、ＰＨ－１０１Ｆ、ＰＨ－１０２Ｆ、ＰＨ－１３１Ｆ、ＰＨ－１３２Ｆ、 

      ＰＨ－１６１Ｆ、【東京ガスＯＥＭ商品】ＰＡ－１０８ＦＥ、ＰＡ－１１３ＦＥ  

相談窓口 

・パロマ工業㈱ ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ(無料) 

0120-314-552(24 時間受付) 

・東京ガス㈱ 【東京ｶﾞｽ OEM 商品】 

ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ(無料) 

 0120-600-446(9 時～17 時) 

・関東経済産業局 製品安全室 

 048-600-0409（直通） 

・関東東北産業保安監督部 保安課 

 048-600-0294（直通）  
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